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強
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し
な
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か
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国
民
生
活
の
実
現
を
図
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め
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に
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国
土
強
靭
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基
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法
案
（
第
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院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
土
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
国
土
強
靭
化
の
推
進
に
関
し
、
基

本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
及
び
国
土
強
靭
化
基
本
計
画
の
策
定
そ
の
他
国
土
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
土
強
靭
化
推
進
本
部
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

国
土
強
靭
化
の
定
義
を
、
事
前
防
災
及
び
減
災
そ
の
他
迅
速
な
復
旧
復
興
並
び
に
国
際
競
争
力
の
向
上
に
資
す
る
国
民
生

活
及
び
国
民
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
大
規
模
自
然
災
害
等
に
備
え
た
国
土
の
全
域
に
わ
た
る
強
靭
な

国
づ
く
り
と
定
め
る
と
と
も
に
、
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
、
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

す
る
。

二

国
土
強
靭
化
の
基
本
方
針
と
し
て
、
人
命
の
保
護
が
最
大
限
に
図
ら
れ
る
こ
と
、
国
家
及
び
社
会
の
重
要
な
機
能
が
致
命

的
な
障
害
を
受
け
ず
、
維
持
さ
れ
、
我
が
国
の
政
治
、
経
済
及
び
社
会
の
活
動
が
持
続
可
能
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
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と
、
国
民
の
財
産
等
に
係
る
被
害
の
最
小
化
に
資
す
る
こ
と
、
ソ
フ
ト
面
の
施
策
と
ハ
ー
ド
面
の
施
策
を
組
み
合
わ
せ
た
国

土
強
靱
化
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
を
早
急
に
整
備
す
る
こ
と
、
人
口
の
減
少
等
に
起
因
す
る
国
民
の
需
要
の
変
化
、
社
会

資
本
の
老
朽
化
等
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
財
政
資
金
の
効
率
的
な
使
用
に
よ
る
施
策
の
持
続
的
な
実
施
に
配
慮
し
て
、
施

策
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

国
土
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
の
方
針
と
し
て
、
既
存
の
社
会
資
本
の
有
効
活
用
等
に
よ
り
施
策
の
実
施

に
要
す
る
費
用
の
縮
減
を
図
る
こ
と
、
施
設
等
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
維
持
管
理
に
資
す
る
こ
と
、
地
域
の
特
性
に
応
じ

て
自
然
と
の
共
生
及
び
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ
と
、
大
規
模
自
然
災
害
等
に
対
す
る
脆
弱
性
の
評
価
（
以
下
「
脆
弱

性
評
価
」
と
い
う

）
を
行
う
こ
と
等
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

。

四

政
府
は
、
国
土
強
靱
化
に
係
る
国
の
他
の
計
画
等
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
、
国
土
強
靱

化
基
本
計
画
を
定
め
る
も
の
と
し
、
国
土
強
靱
化
基
本
計
画
以
外
の
国
の
計
画
は
、
国
土
強
靱
化
に
関
し
て
は
、
国
土
強
靱

化
基
本
計
画
を
基
本
と
す
る
も
の
と
す
る
。

五

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
国
土
強
靱
化
に
係
る
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
他
の
計
画
等
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の

と
し
て
、
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
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六

国
土
強
靭
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
国
土
強
靭
化
推
進
本
部
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
、
同
本
部
は
、
脆
弱
性
評
価
の
指
針
を
定
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
脆
弱
性
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
国

土
強
靭
化
基
本
計
画
の
案
の
作
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

七

国
土
強
靭
化
基
本
計
画
の
案
の
作
成
に
関
し
、
脆
弱
性
評
価
は
、
起
き
て
は
な
ら
な
い
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
た
上
で
、

科
学
的
知
見
に
基
づ
き
総
合
的
か
つ
客
観
的
に
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
国
土
強
靱
化
推
進
本
部
は
、
国
土
強
靱
化
基

、

、

、

本
計
画
の
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は

脆
弱
性
評
価
の
結
果
の
検
証
を
受
け

作
成
手
続
に
お
け
る
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ

公
共
性
、
客
観
性
、
公
平
性
及
び
合
理
性
を
勘
案
し
て
、
実
施
さ
れ
る
べ
き
国
土
強
靱
化
に
関
す
る
施
策
の
優
先
順
位
を
定

め
、
そ
の
重
点
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


